
雇用調整助成金

連絡先

大分労働局助成金センター

住所：大分市東春日町17番20号

電話：097-535-2100

※この資料は概要の参考資料となっています。

この資料以外の要件を満たす必要がある可能性もあります。

詳細は「大分労働局助成金センター」までお願い致します。

※この参考資料は

従業員が概ね20人以下の事業所
個人事業主等の小規模事業主用です
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※申請はどちらの方法でも申請可能です。

※雇用保険未加入の方も「緊急雇用安定助成金」として申請することができます。

申請方法によって助成額は違う場合があります。

 従来の申請方法は、申請を行う企業が所定労働日数・算定基礎賃金が分からないなどの問題
から、申請書作成に時間を要していました。

 そのため簡易申請版ではシンプルに実際に支払った休業手当を助成するものとなっています。

従来申請版・雇用保険被保険者

人数 ２０人超

助成額と支給額

支払った休業手当よりも

助成額の方が

多い場合もある

助成の基礎となる賃金

労働保険の算定基礎賃金

※その事業所の全従業員の平均的な

1日の賃金を算出し助成する

実際に支払った休業手当

実際に支払った休業手当に

支給率をかけ計算するため、

助成額が多いなどの逆転現象はない

簡易申請版・雇用保険未加入者

概ね２０人以下



1. 主な支給要件

２. 売上高が前年同期比5％以上ダウンしている
→計画届を提出した月の前月と昨年同月(1ヶ月)を比較する

４. 6割以上の休業手当を支払っている
→支払っていない場合は遡及の精算可

（民事上は10割）

３. 「休業」または「教育訓練」を実施している
→1日3時間以上であること(マナー研修・ハラスメント研修・管理職研修OK)
オンラインOK!

4月1日から９月30日までの間
期間限定の特例措置

１. 雇用保険の適用事業所であること
→雇用保険の保険料が財源であること
従業員の給与に対する助成のため
（適用事業所でなくても労災・暫定任意適用事業所であれば特例で可能）



2. 支給までのステップ

２. 「休業」または「教育訓練」を実施する
→ 休業した日または時間に対して６割以上の休業手当を支給することが必要

注意・・・休業した日または時間の賃金に対して６割以上が必要

６割以上の休業手当を支払う
→ 支払っていない場合は申請不可(遡及の精算不可)

民事上は10割負担

１. 何割の休業手当を支払うのか決める
→ 労働基準法は６割以上の休業手当が必要です。

上限15,000円までは助成の対象となります。

３. 給与の締日ごとに申請する
→ 締日が複数ある事業所は適用される人数が多い方でもOK



3. 休業手当を計算する

所定労働日数 21日

所定労働時間 168時間

基本給 150,000

役職手当 10,000

職務手当 5,000

家族手当 8,000

住宅手当 7,000

交通費(実費) 4,000

時間外手当 実績

歩合給 実績

総支給 184,000

本来給与

出勤日 11日

休業日数 10日

基本給 78,571

役職手当 5,238

職務手当 2,619

家族手当 4,190

住宅手当 3,667

交通費(実費) 2,095

時間外手当 実績

歩合給 実績

休業手当 68,571

総支給 164,952

1日単位休業

　②休業手当を計算する（８割）

180,000円÷21日(所定労働日)✕10日(休業日数)✕８割＝68,571円

(時間外・交通費を除く賃金)

◆5月に10日間の休業
◆８割の休業手当を支払った

◆給与計算例

　①基本給・手当を日割り計算する

例.基本給

　150,000(基本給)÷21日(所定労働日数)＝7,142.85

　7,142.85円✕11日(出勤日数)＝78,571円
その他の手当も同じように日割り計算する

①

②

⬛ ５月に30時間の休業をした場合
◼８割の休業手当を支払った

所定労働日数 21日

所定労働時間 168時間

休業割合 8割

基本給 150,000

役職手当 10,000

職務手当 5,000

家族手当 8,000

住宅手当 7,000

交通費(実費) 4,000

時間外手当 実績

歩合給 実績

-

総支給 184,000

本来給与

出勤日 21日

実労働時間 138時間

休業時間 30時間

基本給 123,214

役職手当 8,214

職務手当 4,107

家族手当 6,571

住宅手当 5,750

交通費(実費) 4,000

時間外手当 実績

歩合給 実績

休業手当 25,714

総支給 177,571

時間単位休業(シフト休業)

　①基本給・手当を時間単位計算する

◆給与計算例

その他の手当も同じように日割り計算する

　②休業手当を計算する（８割）

180,000円÷168時間(所定労働時間)✕30時間(所定労働時間)✕８割＝25,714円

(時間外・交通費を除く賃金)

※あくまで計算例です。
就業規則、賃金規則によります

①

②

① ①
例.基本給

　150,000(基本給)÷168時間(所定労働時間)＝892.85

　892.85円✕138時間(出勤時間)＝123,214円

②
②



４. 助成額を計算する(参考資料・・・支給率別助成額)

前ページの給与計算例から助成額を計算すると・・・
休業手当を計算する（８割）
180,000円(時間外・交通費を除く賃金)÷21日(所定労働日)✕10日(休業日数)✕８割＝68,571円

解雇をしていない場合は、全額助成対象となる。
（計算例は8割助成だが、10割支給してれば、全額補助される。）



5-1.申請書作成 必要な申請書は３セット

1.休業実績一覧表 ３. 支払い要件確認申立書２. 支給申請書
➞休業した社員、日数、時間、

休業手当を入力する
➞不正受給等の防止のための確認書

役員がいる場合は役員名簿も添付
➞振込口座のコピーを添付



5-2. 申請書作成

休業前は１日何時間働くと決められていた？？

休業した日数は？？？

１日の所定労働時間①

①

休業した時間は？？？

②

③

② ③

④ 休業手当の率は？？？
➞最低6割の休業手当が必要(労働基準法第26条)

④

⑤ 被保険者番号とは？？？

⑤

休業実績一覧表作成



5-3. 申請書作成

1.雇用保険被保険者証 ３. 給与明細、賃金台帳など２. タイムカードまたは出勤簿など

※被保険者でない社員も申請可能  給与の支払状況を確認※休業させた日や時間がわかる書類
(休業したところを確認)

休業

休業

添付書類



6-1. 申請マニュアル・助成率

申請マニュアル・ダウンロードサイトをネットで検索

エクセルシートをダンロードして計算し、印刷・記入し提出すればOK！(郵送も可能)



6-2. 申請マニュアル・助成率 助成率



① 助成率

◆ 中小企業 ・・・ 休業手当の支払率✕10/10（解雇を行った場合4/5）

◆ 大企業 ・・・ 休業手当の支払率✕ 4/5 （ 〃 2/３）

②教育訓練加算

◆ 中小企業 ・・・ 2,400円

◆ 大企業 ・・・ 1,800円

教育訓練は、3時間以上でOK！
（半日訓練の場合は半額）
・ハラスメント、マナー研修,OK
・新人研修、管理職研修OK!

※注意
教育訓練は通常の賃金
（休業ではないため）

6-3. 申請マニュアル・助成率(被保険者、被保険者じゃない社員共通)



7-1．休業例 (1日単位で休業)

全社一斉休業 ｏｒ 交代休業
※事業所自体は営業していてもOK

社員をシフト等により交代で休業させる場合でも申請可能

日 月 火 水 木 金 土

1 2

8

3 4 5 6 7 8 9

8 8 8 8 8 8

10 11 12 13 14 15 16

8 8 8 8 8

17 18 19 20 21 22 23

8 8 8 8 8

24 25 26 27 28 29 30

8 8 8 8 8

31

5月

出勤日数 労働時間

22 176.0

日 月 火 水 木 金 土

1 2

8

3 4 5 6 7 8 9

8 休業 8 休業 8 休業

10 11 12 13 14 15 16

8 休業 8 休業 8

17 18 19 20 21 22 23

8 休業 8 休業 8 休業

24 25 26 27 28 29 30

8 休業 8 休業 8

31

13 104.0

5月

出勤日数 労働時間

日 月 火 水 木 金 土

1 2

8

3 4 5 6 7 8 9

休業 8 休業 8 休業 8

10 11 12 13 14 15 16

休業 8 休業 8 休業

17 18 19 20 21 22 23

休業 8 休業 8 休業 8

24 25 26 27 28 29 30

休業 8 休業 8 休業

31

11 88.0

5月

出勤日数 労働時間

交代出勤（部所個人ごと等）全社一斉休業

日 月 火 水 木 金 土

1 2

8

3 4 5 6 7 8 9

8 休業 8 休業 8 休業

10 11 12 13 14 15 16

8 休業 8 休業 8

17 18 19 20 21 22 23

8 休業 8 休業 8 休業

24 25 26 27 28 29 30

8 休業 8 休業 8

31

13 104.0

5月

出勤日数 労働時間

休業前勤務



7-2．休業例 (時間単位で休業)

通常勤務

シフト編成

通常勤務

短時間営業

8:30 12:00 17:30

8:30 12:00 17:30

休業

休業

休業

Aさん

Bさん

全
員

通常勤務

全日休業 ｏｒ 短時間休業



7-3. 休業例 (教育訓練)

通常勤務

シフト編成

通常勤務

短時間営業

教育訓練

休業

教育訓練

Aさん

Bさん

全
員

教育訓練

8:30 17:3012:00

8:30 17:3012:00

教育訓練を実施する（３時間以上で申請可能）


